
 

（記載する際の注意事項） 

(1) 申出書は、利用権設定の当事者ごとに別葉とする。利用権の設定を受ける者が同一で、利用権を設定する者が異なる場合には整理番号に枝番を付して整理する。   

(2)（Ｃ）欄は、大字別に記載する。 

(3)（Ｃ）欄の「面積」は、登記簿によるものとし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合、登記簿の地積がない場合及び土地改良事業による一時利用の指定を受けた土地の場合には、

実測面積を（ ）書きで下段に2段書きにする。なお、1筆の一部について利用権が設定される場合には、○○○○㎡の内○○○㎡と記載し、当該部分を特定することのできる図面を添

付するとともに、備考欄にその旨を記載する。 

(4)（Ｄ）欄の｢利用権の種類｣は、｢賃借権｣等と記載する。 

(5)（Ｄ）欄の｢内容｣は、利用権の設定による当該土地の利用目的（例えば水田として利用、普通畑として利用、樹園地として利用、農業用施設用地（畜舎）として利用等）を記載し、水田

裏作を目的とする賃貸借等の場合にはその利用期間を併記する。 

(6)（Ｄ）欄の｢存続期間（終期）｣は、｢○年｣又は｢○○年○○月○○日（始期）から○○年○○月○○日まで｣と記載する。 

(7)（Ｄ）欄の｢借賃｣は、当該土地の1年分の借賃（期間借地の場合には、1年のうち利用期間に係る分の借賃）の額を記載する。 

(8) 備考欄には、当該土地の利用権設定が農業協同組合法第10条第3項に規定する信託に係るものである場合は、信託財産である旨及び当該信託に係る委託者の氏名又は名称及び住所を記

載する。                     

 


